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第１【組合等の状況】

１【組合等の概況】

（１）【主要な経営指標等の推移】

映画デジタル証券・フィルムメーカーズプロジェクト1 - HERO's ISLAND（以下「本匿名組合」といいます。）の

事業年度は、第1期を、本匿名組合契約（後記「(4) 組合等の仕組み　①」に定義します。）の締結日である2024年8

月15日から2025年5月31日までの期間とし、その後、2025年6月1日以降毎暦年の6月1日から翌暦年の5月31日までの12

か月の各期間をいいます。

期別 第1期

会計期間
自 2024年8月15日

至 2025年5月31日

営業収益 （千円） －

経常利益又は経常損失（△） （千円） △39,937

当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △39,937

出資持分総額 （千円） 368,000

発行済出資持分の総数 （口） 3,680

純資産額 （千円） 328,062

総資産額 （千円） 334,381

1口当たり純資産額 （円） 89,147

1口当たり当期純利益又は当期純損失（△） （円） △10,852

分配総額 （円） －

1口当たり分配金額 （円） －

うち剰余金の分配 （円） －

うち出資の払戻し （円） －

自己資本比率（注2） （％） 98.1

自己資本利益率（注3） （％） △11.5

（注1）金額は表示未満を切捨てて記載しています。特段の記載がない限り、以下同じです。

（注2）自己資本比率＝純資産額／総資産額（小数点第2位四捨五入）

（注3）自己資本利益率＝当期純利益又は当期純損失（△）／期首期末の純資産額の平均（小数点第2位四捨五入）

 

（２）【組合等の目的及び基本的性格】

本匿名組合の目的は、合同会社CPFフィルムファンド（以下「発行者」といいます。）が、株式会社クロスメディ

ア（以下「出資対象匿名組合営業者」といいます。）を介して、本映画製作委員会（後記「(4) 組合等の仕組み　

③」に定義します。）に間接的に出資することにより、本映画製作委員会が製作する映画「宝島」（以下「本映画」

といいます。）の製作事業（撮影及び撮影前後のプリプロダクション、ポストプロダクションをいいます。）、興行

事業（日本国内の映画館・シネマコンプレックス（シネコン）等の劇場、及び学校・ホール・ドライブイン等の非劇

場において、35mm版、16mm版のフィルム及び劇場用ビデオ（DCP）を用いて上映する事業をいいます。）、パッケー

ジ事業（日本国内におけるセル用途ビデオグラムとレンタル用途ビデオグラムの販売事業をいいます。）、インター

ネット配信事業（日本国内外において、インターネットを利用し、本映画を自動公衆送信（送信可能化を含みま

す。）する事業をいいます。）及び海外販売事業（海外販売事業とは、日本を除く全世界において興行事業、パッ

ケージ事業等の権利を行使する事業をいいます。）を含む全権利の利用に係る事業（以下「本映画事業」といいま

す。）による利益の獲得を目的とします。

なお、本匿名組合の本映画製作委員会に対する出資割合は24.00％です。本映画製作委員会のその他の出資者につ

いては、後記「2 投資方針　(2) 投資対象」をご参照ください。

 

（３）【組合等の沿革】

2024年8月15日　本匿名組合の設立及び運営開始
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（４）【組合等の仕組み】

 

 

①　発行者は、各投資家との間で匿名組合契約（以下「本匿名組合契約」といいます。）を締結し、各投資家は当

該契約に基づいて本匿名組合の営業者である発行者に匿名組合出資を行い、本匿名組合契約に基づく匿名組合

出資持分（以下「本匿名組合出資持分」といい、本匿名組合出資持分に係る出資を以下「本匿名組合出資」と

いいます。）を取得しました。

②　発行者は、出資対象匿名組合営業者との間で出資対象匿名組合営業者を営業者とする匿名組合契約（以下「本

出資対象匿名組合契約」といいます。）を締結し、前記①により各出資者より受領した出資金を原資として、

出資対象匿名組合営業者に匿名組合出資（以下「本出資対象匿名組合出資」といいます。）を行い、本出資対

象匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分（以下「本出資対象匿名組合出資持分」といいます。）を取得しま

した。

③　出資対象匿名組合営業者は、前記②により発行者より受領した出資金を原資として、「宝島」映画製作委員会

（以下「本映画製作委員会」といいます。）に出資（対応する出資割合は、24.00％）（以下「本映画製作委員

会出資」といいます。）を行いました。

④　出資対象匿名組合営業者は、本映画事業に基づく利益を原資とした本映画製作委員会出資に基づく分配金を原

資として発行者に対して分配を行い、その後、発行者は、出資対象匿名組合営業者より受領した分配金を原資

として各投資家に分配を行います。

⑤　発行者はFGIキャピタル・パートナーズ株式会社（以下「アセットマネージャー」といいます。）との間でア

セットマネジメント契約を締結し、その資産の取得・運営・管理等に関する業務をアセットマネージャーに委

託しています。

⑥　アセットマネージャーは、フィンテックアセットマネジメント株式会社（以下「ファンド管理会社」といいま

す。）との間で業務委託契約を締結し、アセットマネージャーが受託した発行者の資産の運営・管理等に対す

る代理・代行業務に関する資料収集及び書類作成の補助業務をファンド管理会社に委託しています。

⑦　Securitize Japan株式会社（以下「プラットフォーマー」といいます。）は、フィリップ証券株式会社（以下

「取扱会社」といいます。）との間でプラットフォーマーが開発する分散型台帳技術を用いたコンピュータシ

ステムである「Securitizeプラットフォーム」（以下「本PF」といいます。）に係るサービス契約を締結し、

本PFを運営します。

⑧　本匿名組合出資持分の移転は、取扱会社が、取扱会社にて作成する電子帳簿（以下「本電子帳簿」といいま

す。）を書換え、その後、本電子帳簿の書換えに対応するトランザクションが本PFに記録されます。かかる記

録が発行者に共有されたことをもって、発行者が本匿名組合契約の条項に従い当該譲渡について承諾したもの

とみなされ、これにより本匿名組合出資持分の譲渡の効力が生じます。本匿名組合出資持分の移転を第三者に

対して対抗するためには、民法（明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。）（以下「民法」といいま

す。）第467条第2項に準じて、確定日付のある証書により発行者の承諾を得る必要があると解されています

が、発行者は、当該業務を取扱会社に委託しており、取扱会社は確定日付のある証書の取得を行います。

⑨　出資対象匿名組合営業者は、赤坂税理士法人（以下「口座管理者」といいます。）との間で口座管理業務等委

任契約を締結し、本出資対象匿名組合の口座の管理に関する業務を口座管理者に委託しています。
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運営上の役割 名称 関係業務の概要

発行者／営業者 合同会社CPFフィルムファ

ンド

本匿名組合の営業者として、本匿名組合契約に基づき各投

資家より受領した出資金を、出資対象匿名組合営業者に匿名

組合出資します。

出資対象匿名組合営業者 株式会社クロスメディア 本出資対象匿名組合の営業者として、本出資対象匿名組合

契約に基づき発行者より受領した出資金を原資として、本映

画製作委員会出資を行います。

アセットマネージャー FGIキャピタル・パート

ナーズ株式会社

発行者との間のアセットマネジメント契約に基づき、資産

（出資対象匿名組合営業者への匿名組合出資金その他の資産

（当該資産を運用した結果取得した資産を含みます。））の

取得・運営・管理等に関する業務を行います。

ファンド管理会社 フィンテックアセットマネ

ジメント株式会社

アセットマネージャーとの間の業務委託契約に基づき、ア

セットマネージャーが受託した資産（出資対象匿名組合営業

者への匿名組合出資金その他の資産（当該資産を運用した結

果取得した資産を含みます。））の運営・管理等並びにア

セットマネージャーが受託したその他関連契約においてア

セットマネージャーが行うべき事項として規定されている事

項に関する代理・代行業務に係る資料収集及び書類作成補助

業務（債権者に対して行う報告・手続、官公庁への申請書

類・届出書類・開示書類の作成・提出、運用報告書の作成・

提出、計画策定業務及び投資家等に対する情報開示・IR活動

を除き、これらのための資料収集及び書類作成補助業務を含

みます。）を行います。

プラットフォーマー／本匿

名組合出資持分に係る財産

的価値の記録及び移転のた

めに用いる技術を提供する

者

Securitize Japan株式会社 取扱会社との間の本PFに係るサービス契約（その後の変更

を含みます。）に基づき、本セキュリティトークンの発行・

記録・保管（移転のためのアドレスを含みます。）を行う本

PF（ブロックチェーン基盤を含みます。）を運営します。

本電子帳簿の作成業務受託

者／確定日付ある承諾書の

作成に係る業務受託者

フィリップ証券株式会社 本匿名組合出資持分の移転が生じた場合、本匿名組合出資

持分の移転の記録を行い、また、投資家の保有に係る本電子

帳簿の作成を行います。

そして、発行者との間の業務委託契約（その後の変更を含

みます。）に基づき、本セキュリティトークンの移転に関す

る情報を、発行者に共有し、本匿名組合出資持分の移転のみ

なし承諾に係る確定日付のある承諾書の作成に係る業務を行

います。

口座管理者 赤坂税理士法人 出資対象匿名組合営業者との間の口座管理等業務委任契約

（その後の変更を含みます。）に基づき、本出資対象匿名組

合の口座の管理に関する業務を行います。
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（５）【組合等の機構】

①　本匿名組合は営業者である発行者と匿名組合員である投資家との本匿名組合契約の締結により成立します。投

資家の出資金は全て発行者に帰属し、発行者の意思決定により出資活動が行われます。発行者の社員は代表社

員である一般社団法人CPFフィルムファンドの1名であり、当該社員は業務の執行を行いますが、業務を執行す

る社員が法人のため、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）（以下「会社法」といいま

す。）第598条第1項により、職務執行者1名を選任しています。本書の日付現在、発行者の社員持分は、代表

社員である一般社団法人CPFフィルムファンドが、その全てを保有しています。

なお、本書の日付現在、発行者の職務執行者の主な略歴は、下記のとおりです。

氏名 主要略歴 所有する社員持分の割合

池田勉

1994年 関西大学 商学部 卒業

0

1995年 中央青山監査法人

1999年 公認会計士 登録

2008年
赤坂有限責任監査法人 設立

代表社員就任（現任）

 

②　投資運用の意思決定機構

イ　発行者の意思決定プロセス

発行者は、アセットマネージャーとの間でアセットマネジメント契約を締結し、発行者の資産の取得・運営・

管理等に関する業務をアセットマネージャーに委託しています。

 

ロ　出資対象匿名組合営業者の意思決定プロセス

出資対象匿名組合営業者は、本映画製作委員会を出資先として選定するにあたり、下記のとおり映画製作検討

チームを組成し、意思決定を行いました。

●メンバー：代表取締役、役員、社員（映画部門）、外部専門家（検討案件によって異なり、映画プロデュー

サー、米国の映画プロデューサー、CMプロデューサー等が参加します。）

●討議内容：各メンバーがこれまでの経験と業界情報、ターゲット観客層の分析を踏まえて総合的に判断しま

す。

●判断事項：

・脚本 映像を前提とした設計図のような役割。小説のような文章表現ではないた

め、読むのに経験と知識が必要。例えば感動する箇所も言葉ではなく映像で

感動させることを前提に書かれているため映像で観た時の面白さ、人物の心

理の自然さなど。

・キャスト 作品実績、人気（ファン層）、将来性（数年後の映画公開時の注目度）

・企画性 一見して興味を持てるような設定、原作の話題性、時代に合ったテーマな

ど。

・スタッフ 監督、脚本、音楽など。実績、集客性、将来性、話題性など。

・製作委員会の座組 出資メンバーをどのような会社で構成するか。（作品にとって良い相乗効

果、役割を果たせるメンバーを検討する。映画内容に関連したタイアップ、

映画の舞台となる地方での協賛・協力など）

・新しさ 時代性、新しい試みを取り入れた話題性、原石となる監督やキャストの発掘

など。

 

また、出資対象匿名組合営業者は、本映画製作委員会において、映画プロモーションの方針・展開、劇場公開

から二次利用までの全般的な計画、協賛・タイアップの計画・実施などについて、下記のとおり映画製作検討

チームを組成し、意思決定を行っています。

●メンバー：代表取締役、役員、社員（映画部門）、外部専門家（検討案件によって異なり、映画プロデュー

サー、米国の映画プロデューサー、CMプロデューサー等が参加します。）

●討議内容：各メンバーがこれまでの経験と業界情報、ターゲット観客層の分析を踏まえて総合的に判断しま

す。
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●判断事項：

・企画性・作品内容 原作の話題性・ファン層、ジャンル、時代性、物語のテーマ、ターゲット層

・脚本 映像で観た時の面白さ、人物の心理の自然さ、感動、共感、驚きのポイント

等

・スタッフ 監督、脚本、音楽、実績、集客性、将来性、話題性等

・キャスト 作品実績、人気（ファン層）、将来性（映画公開時の注目度）

・本映画製作委員会の座組 映画内容に関連したタイアップ、映画の舞台となる地方での協賛・協力など

も含めて、本映画製作委員会を構成する出資メンバーがそれぞれの得意分野

を生かして、作品にとって良い相乗効果、役割を果たすか

 

ハ　アセットマネージャーの意思決定プロセス

アセットマネージャーの業務運営の体制は下記のとおりです。

a.　業務運営の組織体制

 

アセットマネージャーは、上記組織体制のもと、発行者との間で締結したアセットマネジメント契約（金融

商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約に該当します。）に基づき、その資産の取得・運営・

管理等に関する業務を受託します。上記業務は、上記契約の趣旨並びに適用される法令諸規則及び投資運用業

の本旨に従い、発行者及び匿名組合員である投資家のため善良なる管理者の注意をもって忠実に遂行します。

 

b.　各組織の業務分掌

アセットマネージャーにおいて、発行者の資産の取得・運営・管理等に係る業務を行う投資運用部、法務コ

ンプライアンス部の業務分掌は、下記のとおりです。

部署名 業務分掌

投資運用部
投資運用部は、第一投資委員会及び第二投資委員会での討議、決定に基づき、当該決定に

基づく業務執行を担当する。

法務コンプライアンス部
法務コンプライアンス部は法務・コンプライアンス・リスク管理委員会での討議、決定に

基づき、当該決定に基づく業務執行を担当する。

 

c.　各委員会の概要

アセットマネージャーにおいて、発行者の資産の取得・運営・管理等に係る業務に関連する各委員会の概要

は、下記のとおりです。
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法務・コンプライアンス・リスク管理委員会

委員 取締役、コンプライアンス・オフィサー、法務コンプライアンス部（事務局）（ただし、各部の責

任者は必要に応じて参加できるものとします。）

討議事項

(1)　業務運営に関する法令等遵守上の諸問題

(2)　顧客からの苦情等

(3)　新しい運用のスキーム及び投資助言等に関してコンプライアンス上の諸問題

(4)　事故・事務処理ミス等の報告

(5)　投資者保護上の諸問題

(6)　法令諸規則の改訂及び法令等遵守に関する実践計画・行動規範の策定

(7)　日常的なオペレーション及び投資運用管理業務に係る諸問題

 

第一投資委員会・第二投資委員会

第一投資委員会は、主に上場有価証券の運用に係る投資方針の決定を行い、第二投資委員会は、主に未上場有価証

券及び有価証券とみなされる権利の運用に係る投資方針の決定を行っていることから、法人関係情報の分離等の観点

から投資委員会を分離独立させています。また、相互に情報共有等については細心の注意を払い、コンプライアン

ス・オフィサーが出席等することにより、適正性及び遵法性を担保しています。

委員 代表取締役、投資運用部スタッフ、コンプライアンス・オフィサー、投資運用部（事務局）

討議事項

(1)　運用計画

(2)　運用実行

(3)　信託銀行への指図等の運用管理

(4)　運用内容に関する報告

(5)　投資情報の収集・分析及び提供

(6)　内外の経済情勢、景気動向の分析、調査、研究

(7)　個別企業の分析、調査

(8)　先端技術の調査、研究

(9)　投資解析及び証券市場分析

(10) 投資判断の資料の提供

(11) 運用状況の分析（発注先管理、運用委託先管理を含みます。）

(12) 議決権行使に係る意思決定

 

（６）【組合等の出資総額】

2025年5月31日現在の組合等の出資総額、組合等が発行する出資持分の総数及び発行済出資持分の総数は下記のと

おりです。

出資総額 368,000千円

出資持分の総数 3,680口

発行済出資持分の総数 3,680口

 

また、最近5年間における発行済出資持分総数及び出資持分総額の増減は以下のとおりです。

年月日 摘要
発行済出資持分総数（口） 出資持分総額（千円）

備考
増減 残高 増減 残高

2024年8月15日 匿名組合出資 3,680 3,680 368,000 368,000 （注）

（注）　1口当たり発行価格100,000円にて、本匿名組合が成立しました。

 

（７）【その他】

①　契約又は規約の変更、営業譲渡又は営業譲受、出資の状況その他の重要事項

イ　契約又は規約の変更

発行者は、2025年2月28日、本匿名組合契約を変更しました。

ロ　営業譲渡又は営業譲受

該当事項はありません。

ハ　出資の状況その他の重要事項

前記「(6) 組合等の出資総額」をご参照ください。

 

EDINET提出書類

合同会社ＣＰＦフィルムファンド(E39844)

有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）

 7/34



②　訴訟事件その他組合等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

該当事項はありません。

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

本匿名組合の目的は、発行者が、出資対象匿名組合営業者を介して、本映画製作委員会に間接的に出資することに

より、本映画事業による利益の獲得を目的とします。

運用方針等についての詳細は、前記「1 組合等の概況　(5) 組合等の機構　② 投資運用の意思決定機構」をご参

照ください。

 

（２）【投資対象】

発行者は、出資対象匿名組合営業者との間で本出資対象匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約に基づいて各投資

家より受領した出資金を原資として、出資対象匿名組合営業者に匿名組合出資をします。

出資対象匿名組合営業者は、本出資対象匿名組合契約に基づいて発行者より受領した出資金を原資として、下記の

本映画製作委員会に出資します。なお、本映画製作委員会は2024年5月31日より組織されています。

 

・名称：「宝島」映画製作委員会

・事業の内容：本映画の製作

・製作仕様：(ア)様式　劇場公開用映画

(イ)仕上形式　カラー／4K・シネマスコープサイズ・DCP／5.1ch

(ウ)上映時間　191分

(エ)原作　真藤順丈「宝島」（講談社文庫）

(オ)脚本　高田亮、大友啓史、大浦光太

(カ)監督　大友啓史

・完成期日：2025年3月末

・公開日：2025年9月19日

・製作費：13.2億円（税込）

・配給経費：3.52億円（税込）（予定）

・キャスト：妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太　他

・あらすじ：第二次世界大戦中に沖縄で生まれた少年少女たちが、米軍統治下の1952年から約20年間に渡る激動の

時代に、運命と対峙し必死で生き抜いていく、人間の揺るぎない逞しさを描いた感動大作。

米軍から生活に必要な物資を奪っては人々に分け与える戦果アギヤーであったオン、グスク、レイと

ヤマコ。最大の基地・嘉手納を襲撃した夜、作戦は失敗し、皆の英雄的存在であったオンは、謎の戦

果と共に消息不明となる。オンの行方を追いながらも成長し、それぞれの道を歩み始める3人。刑事

となり島の治安を守るグスクは、オンを探すために米民政府と手を組むことを選ぶ。かたや米軍に一

矢報いようと、力で対抗しようと企てるレイ。教師となったヤマコもまた大きな事故に巻き込まれ

て、かつての親友たちはバラバラに離れていく。歴史的な暴動の夜、再び嘉手納基地で再会した3人

は、ついにオンの行方と彼が手にした謎の戦果の衝撃の真実へと辿り着く。

・制作プロダクション：株式会社クロスメディア

・撮影期間：2024年2月25日から2024年6月10日まで

（2024年2月から2024年6月初旬まで沖縄県内で撮影、その後関東近郊で撮影を実施）

・配給会社：株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントと東映株式会社の共同配給

・公開規模：全国劇場でロードショー

・広告宣伝活動：2024年5月に情報解禁。2025年1月よりテレビ・新聞・ラジオ・雑誌・デジタル等各種メディアを

使用したパブリシティや有料広告展開、完成披露試写会や舞台挨拶イベント等を実施。

・権利関係：①配給権　　　　　　株式会社ソニー・ピクチャーズ／東映株式会社

②ビデオグラム権　　株式会社バップ

③テレビ放映権　　　株式会社ソニー・ピクチャーズ／東映株式会社

④配信権　　　　　　株式会社電通

⑤海外販売権　　　　LUKA Productions Internationals／東映株式会社／株式会社電通

⑥商品化権　　　　　各社
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・製作委員会：株式会社電通、株式会社講談社、株式会社クロスメディア、株式会社ソニー・ピクチャーズ、東映

株式会社、LUKA Productions Internationals、ウィーンの森、株式会社バップ、吉本興業株式会

社、フォスター株式会社、株式会社フラッグ、琉球放送株式会社、琉球朝日放送株式会社、株式会

社沖縄タイムス、株式会社エフエム沖縄　他

 

（３）【運用体制】

前記「1. 組合等の概況　（５） 組合等の機構」をご参照ください。

 

（４）【分配方針】

発行者は、計算期間（毎年6月1日から毎年5月末日までの12ヵ月間をいいます。ただし、初回の計算期間は2024年8

月15日から2025年5月31日までとし、本匿名組合契約が終了する場合には、当該終了日をもって最終の計算期間の終

期とします。以下同じです。）の末日（ただし、最終の計算期間においては、出資対象匿名組合営業者から本出資対

象匿名組合契約に基づく最後の分配を受ける日とします。）から3ヵ月以内に、発行者が合理的に判断した利用可能

な現金を、本匿名組合出資持分割合に応じて分配します。また、発行者は、本匿名組合に係る事業の費用若しくは支

出、他の義務若しくは債務に充当し又は備えるため、利用可能な金額から一定の金額を留保する完全な裁量（当該裁

量は合理的に行使されます。）を有します。投資家に対する分配は、投資家に割り当られる利益の金額の範囲内では

利益の分配とし、分配額のうち利益を超える部分は元本の償還とします。なお、分配の対象となる利益は主として映

画の興行収入を源泉として生じるものであることから、初回の現金の分配は、映画が公開される2025年9月（予定）

から少なくとも11ヵ月を経過した後に行われることが見込まれます。

 

（５）【投資制限】

発行者は各投資家から受領した出資金を出資対象匿名組合営業者に対する匿名組合出資にのみ用います。

また、出資対象匿名組合営業者は発行者から受領した出資金により本映画製作委員会にのみ出資します。

 

３【投資リスク】

(1) リスク要因

本匿名組合出資持分への出資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は下記のとおりで

す。ただし、下記のリスクは本匿名組合出資持分への出資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、下記の

リスク以外のリスクも存在します。発行者及びアセットマネージャーは、対応可能な限りにおいてこれらのリスク

の発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありませ

ん。下記のリスクが現実化した場合、本匿名組合出資持分の価値が下落し、投資家が損失を被る可能性がありま

す。

各投資家は、自らの責任において、本「(1)　リスク要因」及び本書中の本「(1)　リスク要因」以外の記載事項

を慎重に検討した上で本匿名組合出資持分に関する投資判断を行う必要があります。

なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これら事項は本書の

日付現在における発行者及びアセットマネージャーの判断によるものです。

 

① 本匿名組合出資持分の商品性に関するリスク

イ 元本の償還（出資金の返還）及び配当の支払いが保証されていないリスク

投資家は、本匿名組合契約及び本出資対象匿名組合契約を通じて、収益性が変動する本映画製作委員会に出資

を行います。

映画製作委員会から得られる収益は主として映画の興行収入及び本映画製作委員会のメンバーがそれぞれ行う

利益事業の収益を源泉としており、映画の興行収入は宣伝展開の成否、公開時期・劇場の選定、公開時期が近接

する競合他作品の状況、社会情勢等の事情により大きく変動します。

また、発行者による投資家への元本の償還（出資金の返還）及び配当は、まず、本映画製作委員会がメンバー

の負担した製作費及びプリント費・広告費等の回収後から行う収益配当及び財産分配に依拠し、次いで、出資対

象匿名組合営業者による発行者への元本の償還（出資金の返還）及び配当に依拠しますが、かかる収益配当及び

財産分配並びに元本の償還（出資金の返還）及び配当は、上記の他、関連法令及び会計基準の変更、本映画製作

委員会の収益分配の方針、本出資対象匿名組合契約に基づく分配の方針、出資対象匿名組合営業者の事業状態・

財政状況によっても影響されます（詳細は、後記「チ 本映画に関するリスク」のとおりです。）。なお、分配

時期についても、分配の対象となる利益は主として映画の興行収入を源泉として生じるものであることから、初

回の現金の分配は、映画が公開される2025年9月から少なくとも11ヵ月を経過した後に行われることが見込ま

れ、上記事情によってさらに遅延することがあります。さらに、本映画の興行成績及びその後のパッケージ販売

の帰趨によって、分配の対象となる利益は大きく変動し得るため、計算期間によって利益が生じるかどうかは不

確定です。
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さらに、発行者による投資家への元本の償還（出資金の返還）及び配当も、上記の他、関連法令及び会計基準

の変更によっても影響されます。

よって、本匿名組合契約において出資した元本の償還（出資金の返還）及び配当の支払いは一切保証されてお

らず、本映画製作委員会の収益性の変動に伴うリスクは、出資金を限度として出資者が出資の割合に応じて負担

することになります。

本映画製作委員会から得られる収益は、主として本映画の興行収入を源泉とするものでありますが、本映画製

作委員会から出資対象匿名組合営業者への元本の償還（出資金の返還）及び配当の支払いは、本映画製作委員会

の出資の総額1,320,000,000円に対する出資対象匿名組合営業者の出資額316,800,000円に基づき計算される持分

割合に応じたものとなります。また、本映画製作委員会は、元本の償還（出資金の返還）及び配当の支払いに先

立って、その他の費用（製作委員会のメンバーが利用事業においてそれぞれ立て替える諸費用や本映画製作委員

会の幹事会社らへの成功報酬の支払いを含みますがこれに限りません。）の精算を行います。さらに、匿名組合

員である投資家への元本の償還（出資金の返還）及び配当の支払いに先立って、出資対象匿名組合営業者及び発

行者によりそれぞれ諸費用の支払いが行われます。したがって、本映画の興行収入の全額が投資家への元本の償

還（出資金の返還）及び配当の支払いに充てられるわけではありません。

 

ロ 本匿名組合出資持分の流動性及び譲渡制限に関するリスク

本匿名組合出資持分は、金融商品取引所に上場されておらず、その譲渡等の取引は、取扱会社が相手方となる

相対取引のみとなります。また、相続等のやむを得ない事情が発生した場合は取扱会社による買取りが行われる

可能性はありますが、それ以外の場合は取扱会社による買取りは保証されていません。したがって、本匿名組合

出資持分は流動性が低く、投資家が譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することができない可能性が

あります。

また、投資家が本匿名組合出資持分を譲渡するには、発行者による事前の承諾が必要となります（民法第539

条の2）。本匿名組合出資持分を表示する本セキュリティトークンの売買がなされた場合には、本セキュリティ

トークンの移転に関する情報が更新された本電子帳簿が本PFへ連携され、発行者に共有されたことをもって、当

該譲渡の効力が発生します。このように、本匿名組合契約上の地位又は権利の譲渡には、発行者の個別の承諾が

必要となり、流動性が著しく制限されることとなるため、本匿名組合契約に係る事業に属する資産に比して相当

に廉価で譲渡せざるを得ないリスクや譲渡自体が事実上不可能となるリスクがあります。

 

ハ 本匿名組合出資持分の法的性質に伴うリスク

本匿名組合に係る事業は、発行者による単独の事業であり、出資金その他本匿名組合に係る全財産は、発行者

に排他的に帰属します。他方、投資家は、本匿名組合の業務を執行し、又は本匿名組合を代表する権限を一切有

していません。

また、投資家は、本匿名組合契約に基づいて投資家に対して現金の分配がされる場合を除いて、出資金その他

本匿名組合に係る財産の全てについて所有権その他いかなる権利も有していません。そのため、発行者について

倒産手続（破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続、特定調停手続その他の類似する法的倒産手

続をいいます。以下同じです。）が開始された場合、投資家は特段の優先弁済権を有しない一般債権者としての

立場で当該倒産手続に関与することしかできず、出資金の全部又は一部について回収することができなくなる可

能性があります。そして、発行者に対して出資された投資家からの出資金については、いかなる保証も付されて

おらず、金融機関の預金と異なり預金保険等の対象でもありません。

さらに、投資家は、本匿名組合契約の条項に従って利益の分配を受け又は損失を負担する他は、本匿名組合に

係る事業から得られる収益及び費用について、いかなる権利又は支払義務も有していません。

 

ニ 利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク

投資家は、現実に配当金の支払いを受けていない場合であっても、発行者から分配された利益の額を法人税法

上又は所得税法上、匿名組合の計算期間末日において益金の額又は収入金額に算入する必要があります。しか

し、発行者から投資家に対する配当金の支払いは、発行者の残余資金の範囲内で、かつ、本匿名組合契約に定め

る支払方法に従い行われるため、発行者に資金不足が生じた場合等において、投資家に利益が分配されているに

もかかわらず、実際には配当金が支払われないか、又は実際に支払われる配当金の額が分配された利益の額を下

回るリスクがあります。また、本出資対象匿名組合契約についても同様のリスクが存在します。

 

ホ 本匿名組合出資持分の現金化に関するリスク

本匿名組合契約における出資期間中、一定の終了事由とされている事項が生じた場合を除き本匿名組合契約は

終了せず、投資家は本匿名組合契約を中途で解約した上で出資金の払戻しを請求することはできません。

本匿名組合契約に基づく出資金の返還は、主として、本出資対象匿名組合契約に基づく配当を原資としてなさ

れることが想定されています。しかし、本出資対象匿名組合契約に基づく配当が本匿名組合契約に基づく出資金

の返還に充分な金額に達する保証はありません。その結果、本匿名組合契約に基づく出資金の返還が著しく遅延
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し、又は当初の出資額を著しく下回る金額しか返還されない若しくは当初の出資額が一切返還されないおそれが

あります。

また、本匿名組合契約の終了に伴う最終配当は、本匿名組合に係る収入、費用その他の債権債務の金額の確定

等の状況によりその時期が遅延するおそれもあります。

 

へ 匿名組合性の否認によるリスク

投資家による発行者に対する出資及び発行者による出資対象匿名組合営業者に対する出資は匿名組合契約に基

づく出資の形態を取っていますが、税務当局の指導や解釈によっては匿名組合性が否認される可能性があり、か

かる場合には、投資家、発行者又は出資対象匿名組合営業者が予定していなかった方法・態様で課税される可能

性があります。

 

ト 法律上の取扱い、税制改正等のリスク

本匿名組合契約に基づく権利は、本書の日付現在、金融商品取引法上の有価証券とみなされており（同法第2

条第2項第5号）、投資家保護の観点から、金融商品取引法に基づく開示規制及び業規制が適用されます。また、

本匿名組合出資持分は本セキュリティトークンに表示されているものとして電子記録移転権利に該当し、その募

集は、金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券の募集と同様の規制を受ける等（同法第2条第3項）、投資家

保護の観点からの規制は強化されています。今後、こうした法律上の取扱い又はかかる権利に対する法規制が変

更され、投資家の保護に資する規制が弱まる可能性があります。

さらに、その他法規制の変更がある場合、税制改正又は税務上の取扱い変更により本匿名組合出資持分に関し

て当初予想されなかった課税が日本その他で行われた場合等に、投資家はその本匿名組合出資持分に関し悪影響

を受けることがあります。

 

チ 本映画に関するリスク

a.　本映画の劇場公開時期の遅延のリスク

天災地変、悪疫流行（当該流行に伴う政府や地方公共団体による自粛要請を含みます。以下同じで

す。）、関係者の病気・怪我・不祥事、製作業務委託先に起因する理由等により本映画事業が計画通りに行

われない場合、劇場公開が遅延する等により、製作費及び配給経費が増大する可能性があります。また、競

合作品の劇場公開時期によっても、本映画の劇場公開時期は大きな影響を受ける場合があります。

 

b.　本映画が完成しないことにより劇場公開できないリスク

前記「a. 本映画の劇場公開時期の遅延のリスク」に掲げるような不測の事態及び本映画製作委員会の資金

繰り等によっては、現在予定している本映画の最終劇場公開期限までに劇場公開できない可能性がありま

す。天災地変、悪疫流行（当該流行に伴う政府や地方公共団体による自粛要請を含みます。）、法律命令、

行政措置、労働争議その他いずれの当事者の責にも帰することのできない不可避な事由によって本契約の履

行若しくは実行が不可能になったとき、又は本映画の製作・利用が不能に陥ったときは、本映画製作委員会

で協議のうえ、本映画製作委員会に係る映画製作委員会契約（以下「本映画製作委員会契約」といいま

す。）を解除し、又は更改し、若しくは変更することになります。資金繰り等で本映画が完成しない事態と

なった場合は、本映画製作委員会で協議のうえ、本映画製作委員会を解散し、出資対象匿名組合営業者から

発行者に対する出資金の返還額に応じて、投資家に出資金を返金することになります。

 

c.　本映画の興行成績やパッケージ販売が悪化するリスク

本映画の興行成績やパッケージ販売は、本映画の内容以外に、劇場公開時の競合作品、出演者・関係者の

不祥事、内容・権利関係の問題等による上映差止め、DVDやBlu-ray Discの不具合、DVDやBlu-ray Discの再

生方式の変更、DVDプレーヤーやBlu-ray Discプレーヤーの普及率、セルとレンタルの相対比率、通常版、豪

華版、特別編、廉価版等の商品構成、及び価格帯、新たな媒体の出現、映画倫理管理委員会、日本ビデオ倫

理協会の審査等様々な要因により悪化する可能性があります。

 

リ 本映画製作委員会に関するリスク

a.　本映画製作委員会の解散等のリスク

本映画製作委員会が、解散等により業務遂行能力を喪失した場合には本映画が劇場公開前であれば劇場公

開されない可能性があります。この場合のリスクについては、前記「チ 本映画に関するリスク　a. 本映画

の劇場公開時期の遅延のリスク」をご参照ください。一方、劇場公開後であれば、利益の分配はもちろん、

出資金の返還も行われない可能性があります。

 

b.　第三者への業務委託に伴うリスク
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本映画製作委員会が行う本映画の製作及び興行並びにそのメンバーがそれぞれ行う利用事業は、例えば、

本映画の製作業務について外部の映画製作会社等に、興行については劇場に、パッケージ事業については、

パッケージの製作会社、卸売、販売、レンタル会社等第三者に業務の一部又は全部を委託して行います。

興行事業、パッケージ事業を受託する劇場及びDVDやBlu-ray Discの販売先等に関し、これらの業務受託者

の信用状況等により代金の回収が本匿名組合契約の契約期間内に回収できない可能性があります。本出資対

象匿名組合契約の事業の収益の計算には、興行成績、パッケージ販売は本映画製作委員会に現金入金があっ

た数量を用いますので、現金入金前に劇場やパッケージ販売会社等が破産等の事態に陥った場合、見込んで

いた収益を上げられなくなります。

 

c.　広告宣伝活動に伴うリスク

本映画製作委員会は、製作費のほか配給経費（プリント費・広告費等を含みますがこれに限りません。）

を投じて本映画のプロモーションを行うことを予定しております。しかし、何らかの事情により、期待して

いたプロモーション効果が得られず、本映画の興行成績やその後のパッケージ販売が不振となった場合や、

本映画事業に係る配給経費が想定よりも増加した場合等には、本映画製作委員会の収益が低下し、その結

果、本匿名組合の収益が低下する可能性があります。

 

d.　過去の映画興行、パッケージ事業実績の不存在によるリスク

過去において本映画と同一又は類似の内容及び条件によって日本国内で製作、劇場公開された映画はあり

ません。従って、本映画に関しての興行及びDVDやBlu-ray Discの販売実績はなく、本映画の興行収入、及び

パッケージ収入の見込みは過去実績又は経験に基づいたものではありません。

 

e.　諸権利に関するリスク

本映画製作委員会及びその組合員は、本映画に係る事業を行うことについて、本映画事業の実施に必要な

権利処理の内容につき精査した上で弁護士等の法律専門家にも確認の上、本映画製作に必要な権利処理がな

されるものと認識しております。しかしながら、想定外の権利問題が発生した場合には、本映画に係る事業

の遂行が困難になる可能性があり、本映画製作委員会の出資者に対する分配に影響が生じる結果、本匿名組

合に係る利益の分配及び出資金の返還に重大な影響を与えるおそれがあります。

 

f.　知的財産権に関するリスク

映画製作委員会は、映画会社、地上波放送局、広告代理店、制作会社、出版社、玩具メーカー、芸能プロ

ダクション等による共同出資形態であり、一般に民法第667条の組合契約に基づくものと解されているため、

各出資者は、出資割合に応じて製作した映画に係る著作権等を共有するものと扱われています。そのため、

本映画製作委員会についても、著作権を単独で保有している場合に比べて、権利関係が複雑になり、効率的

な判断が行えないおそれがあります。本映画の著作権は、本映画製作委員会の各出資者が共同して保有する

ため、原則として、出資者全員の同意がなければ、本映画製作委員会契約上で規定された目的以外には使用

することができません。その結果、本映画製作委員会の出資者に対する分配に影響が生じ、本匿名組合に係

る利益の分配及び出資金の返還に重大な影響を与えるおそれがあります。

 

g.　製作委員会のメンバーに関するリスク

映画製作委員会は、その業務の性質上、出資者となるものが、映画会社、地上波放送局、広告代理店、制

作会社、出版社、玩具メーカー、芸能プロダクション等に限定されるため、映画製作等のノウハウが少数の

ものの間でのみ蓄積されています。そのため、本映画の興行成績等は本映画製作委員会の出資者の業務能力

に依存します。また、本映画製作委員会の出資者が支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生等の倒

産手続きの申立てがなされた場合には、当該出資者に係る本映画の著作権持分や、本映画製作委員会契約上

の利用権・同意権が差押え等を受けて、劇場公開が遅延する等により、製作費及び配給経費が増大する可能

性があり、その結果、本映画製作委員会の出資者に対する分配に影響が生じることで、本匿名組合に係る利

益の分配及び出資金の返還に重大な影響を与えるおそれがあります。

 

h.　製作委員会の情報提供に関するリスク

本映画製作委員会は、その出資者である法人であるコンテンツ事業者により、映画製作及び興行並びに利

用事業を行って収益配当・財産分配を行うものですが、金融商品取引法第2章の規定による内容開示は行われ

ません。取扱会社及び発行者並びに本出資対象匿名組合契約の営業者であるとともに本映画製作委員会の制

作会社である出資対象匿名組合営業者はそれぞれ、本映画製作委員会からのその出資対象事業の状況に関す

る情報の取得に努めますが、これが匿名組合員である投資家のために必要かつ十分なものとならないおそれ

があります。

 

② トークンへの出資に関するリスク
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イ デジタル資産としてのセキュリティトークンに関する一般的なリスク

投資家は、本匿名組合出資持分を表示する財産的価値としての本セキュリティトークンがデジタル資産である

ことに起因する一般的なリスクにさらされることになります。

本セキュリティトークンは、前記「① 本匿名組合出資持分の商品性に関するリスク　ロ 本匿名組合出資持分

の流動性及び譲渡制限に関するリスク」に記載したとおり、取扱会社を相手方とする相対取引以外の方法で取引

することはできず、また、通貨（デジタル通貨を含みます。）等の代替物として機能することは意図されておら

ず、さらに、そのような代替物として解釈等されることはなく、いかなる法域のいかなる政府による価値の裏付

けもなされていません。

さらに、デジタル資産としてのセキュリティトークンについては、セキュリティの脆弱性についての懸念が生

じた場合、技術の進展に伴い現時点で使用されているブロックチェーン技術が非効率又は不完全であることが明

らかになった場合、又は（真実であるか否かを問わず）デジタル資産に関する否定的な風評が発生した場合に

は、これらの影響を大きく受け、短期間のうちに、本セキュリティトークンの価値が大きく下落する可能性があ

ります。

また、セキュリティトークンのようなデジタル資産は、投資家心理の影響を特に受けやすい傾向にあります。

そのため、セキュリティトークンの価格は、国内外の経済的、政治的及び環境的な要因の影響を受けやすく、発

行者、出資対象匿名組合営業者及びアセットマネージャーの支配が及ばない様々な要因の影響を受けてその価値

が下落する可能性があります。

 

ロ 本PFのブロックチェーンに起因するリスク

本匿名組合出資持分はプラットフォーマーが運営する本デジタルトークン基盤技術を用いて作成される記録で

ある財産的価値としての本セキュリティトークンに表示されます。

本デジタルトークン基盤技術はプラットフォーマーにより運営されている私設のデジタルトークン基盤技術に

すぎず、そこで使用されているブロックチェーン技術は新規に構築・導入されたものを含んでおり、現時点では

想定されていない又は解決されていない問題が今後生じる可能性があります。

このように、本デジタルトークン基盤技術で用いられているブロックチェーン技術に不具合や欠陥が生じた場

合やこれらの機能の一部又は全部が停止した場合には、本セキュリティトークンの移転に関する記録に支障が生

じ又はそもそも移転の記録を行うことができず、その結果、本匿名組合出資持分の移転に支障をきたし、又はそ

もそも移転ができなくなる可能性があります。

さらに、ブロックチェーン技術の進展に伴い、本デジタルトークン基盤技術で用いられているブロックチェー

ン技術自体が非効率又は不完全であるといった評価がなされることにより、ひいては当該ブロックチェーン技術

を用いて作成される記録である財産的価値に表示される本匿名組合出資持分の価値にも重大な悪影響を与える可

能性があります。

 

ハ サイバー攻撃に対する脆弱性に関するリスク

本匿名組合出資持分の取得及び譲渡等の移転は、本PFを利用して行うことになります。本PFを介した本匿名組

合出資持分の取引に際しては、インターネットを前提とする高度かつ複雑な情報システムが用いられており、か

つ、本匿名組合出資持分はブロックチェーン技術を用いた本デジタルトークン基盤技術によって権利の移転が記

録されます。

本PFがサイバー攻撃を受けることにより、本デジタルトークン基盤技術上で記録されている重要情報に対する

不正アクセスや重要情報の漏えい等のリスクがあります。このような不正アクセス等により本セキュリティトー

クンに係る情報が流出し、又は本セキュリティトークンに係る記録が改ざんされ若しくは消滅した場合、本匿名

組合出資持分に関する実体法上の権利関係と本デジタルトークン基盤技術上における本セキュリティトークンの

記録の移転の推移に乖離が生じる可能性があり、その場合、実体法上は本匿名組合出資持分の権利者ではない者

に対して本匿名組合出資持分の分配金の支払い又は償還が行われてしまう可能性や、実体法上の本匿名組合出資

持分の権利者である者に対して本匿名組合出資持分の分配金の支払い又は償還が行われない可能性があります。

 

ニ アドレス及び秘密鍵の管理に関するリスク

本匿名組合出資持分を表示する財産的価値としての本セキュリティトークンは本PF上に記録されます。本匿名

組合出資持分の移転は、発行者から本電子帳簿の作成、書換及び管理にかかる業務を受託した取扱会社が本電子

帳簿を書換え、その後、本電子帳簿の書換えに対応するトランザクションが本PFに記録されます。かかる記録が

発行者に共有されたことをもって、発行者が本匿名組合契約に従い当該譲渡について承諾したものとみなされ、

これにより本匿名組合出資持分の譲渡の効力が生じます。

本セキュリティトークンに係る秘密鍵に関する情報が第三者に不正に流出し、当該第三者が当該秘密鍵を用い

て本セキュリティトークンの移転を行い、本PF上の記録が書換えられた場合には、このような不正な取引に係る

記録を本PF上から抹消し、又は、当該取引に関する原状回復のための記録を作成することができず、当該投資家

は不正に移転された本セキュリティトークンに対する権利を失う可能性があります。
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ホ 本匿名組合出資持分の移転が有効になるための要件及び当該移転に係る第三者対抗要件の具備に伴うリスク

本匿名組合出資持分の移転は、取扱会社が本電子帳簿を書換え、その後、本電子帳簿の書換えに対応するトラ

ンザクションが本PFに記録されます。かかる記録が発行者に共有されたことをもって、発行者が本匿名組合契約

の条項に従い当該譲渡について承諾したものとみなされ、これにより本匿名組合出資持分の譲渡の効力が生じま

す。また、当該移転を第三者に対して対抗するためには、民法第467条第2項に準じて、確定日付のある承諾書に

より発行者の承諾を得る必要があると解されています。

このように、本匿名組合出資持分の移転は、本電子帳簿の書換え、当該書換えに対応するトランザクションの

本PFへの記録及び発行者への共有が行われるまでは、効力が生じないこととなります。

また、発行者から確定日付のある承諾書の作成に係る業務を受託している取扱会社は、本匿名組合出資持分の

移転の効力が発生した場合、速やかに、本PF上の本セキュリティトークンの移転の記録に基づいて確定日付のあ

る承諾書の作成を行う予定ですが、本セキュリティトークンの移転に係る本PF上での記録の書換えと同時に確定

日付のある承諾書を作成することはできないため、本電子帳簿の書換えと本匿名組合出資持分の移転、本匿名組

合出資持分の移転と権利移転に係る確定日付のある承諾書の作成のタイミングが、短期間ではあるものの、確実

に乖離することになります。なお、取扱会社が、何らかの理由により本PF上の本セキュリティトークンの移転の

記録に基づいて確定日付のある承諾書の作成を想定どおりに行うことができない場合には、当該タイミングの乖

離は短期間に留まらないこととなる可能性があります。

このため、本電子帳簿の書換えが行われているにもかかわらず、本匿名組合出資持分の移転の効力が生じてい

ない、また、本匿名組合出資持分の移転の効力が生じているにもかかわらず、かかる移転についての第三者対抗

要件が具備されていない状況が確実に生じることになります。したがって、何らかの事情により、本電子帳簿の

書換え後に本匿名組合出資持分の移転の効力の発生又は第三者対抗要件の具備が遅れ、その間に債権者により本

匿名組合出資持分の差押えが行われ又は当該譲渡人について倒産等手続が開始された場合、本匿名組合出資持分

の譲受人は権利移転を当該債権者又は当該倒産等手続に係る破産管財人、監督委員又は管財人に対して対抗する

ことができなくなります。

 

ヘ 本電子帳簿を利用することに伴うリスク

本匿名組合出資持分の移転は、本セキュリティトークンの移転に関する情報が更新された本電子帳簿が本PFへ

連携され、発行者に共有されたことをもってその効力が生じます。

運用上又はシステム上の不備やサイバー攻撃等の理由により、本電子帳簿において更新された記録と、本PF上

の本セキュリティトークンの移転の記録に齟齬が生じた場合、本PF上で本セキュリティトークンの移転が記録さ

れているにもかかわらず、かかる移転について発行者によるみなし承諾が得られず、結果として、本セキュリ

ティトークンを譲り受けたにもかかわらず本匿名組合出資持分を取得できない場合があり得ます。

 

③ 関係者、仕組みに関するリスク

イ アセットマネージャーに関するリスク

a.　任務懈怠等に関するリスク

発行者は、アセットマネージャーとの間で締結したアセットマネジメント契約に基づき、その資産の取

得・運営・管理等に関する運用権限の全てをアセットマネージャーに委託しています。発行者の円滑な業務

遂行の実現のためにはアセットマネージャーの能力、経験及び知見に依拠するところが大きいと考えられま

すが、アセットマネージャーが業務遂行に必要な人的・財政的基礎等を必ずしも維持できる保証はありませ

ん。アセットマネージャーは、金融商品取引法上委託を受けた業務の執行につき善良な管理者としての注意

義務（以下「善管注意義務」といいます。）を負い、かつ法令等を遵守し発行者のために忠実に職務を遂行

する義務（以下「忠実義務」といいます。）を負っています（金融商品取引法第42条）が、アセットマネー

ジャーによる業務の懈怠その他義務違反があった場合には、発行者の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、結

果として発行者から投資家に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。

 

b.　利益相反に関するリスク

アセットマネージャー、アセットマネージャーの株主等、発行者に現在関与し又は将来関与する可能性が

ある法人は、それぞれの立場において発行者の利益を害し、自己又は第三者の利益を図ることが可能な立場

にあります。これらの各法人がそれぞれの立場において自己又は第三者の利益を図った場合は、発行者の利

益が害され、結果として発行者から投資家に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼす可能性

があります。

また、金融商品取引法上、アセットマネージャーは、複数のファンドを設定したり、複数のファンドから

資産運用を受託することを禁止されておらず、発行者及びアセットマネージャーが運用を行う本匿名組合と

の間の利益が相反する可能性があります。金融商品取引法は、このような場合に備えて、投資運用業者が、

その資産の運用を行う財産相互間において取引を行うことを原則として禁止する等の規定を置いており、ま

た、アセットマネージャーにおいても、利益相反の問題に対処するために必要な自主的ルールを策定してお
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ります（詳細は、後記「(2) 投資リスクに対する管理体制　②アセットマネージャーの体制　ハ 利益相反管

理方針」をご参照ください。）。しかし、この場合に、発行者以外の顧客の利益を図るため、発行者の利益

が害されるリスクが現実化しないという保証はありません。また、アセットマネージャーは、発行者に対し

善管注意義務及び忠実義務を負う（金融商品取引法第42条）ほか、金融商品取引法において業務遂行に関し

て行為準則が詳細に規定されています。しかし、アセットマネージャーが、上記に反して、自己又は第三者

の利益を図るため、発行者の利益を害することとなる取引を行った場合には、投資家に損害が発生する可能

性があります。

 

c.　解約に関するリスク

一定の場合には、発行者とアセットマネージャーとの間で締結されているアセットマネジメント契約が解

約されることがあります。発行者はその資産の取得・運営・管理等に関する業務を自ら行うために必要な人

員等を備えていないため、当該業務に関する権限を第三者へ委託することが必要であり、当該アセットマネ

ジメント契約が解約された場合には、発行者は新たな受託者に委託する必要があります。しかし、発行者の

希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する新たな受託者を選任できる保証は

なく、速やかに選任できない場合には発行者の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

d.　倒産に関するリスク

アセットマネージャーが、倒産手続により業務遂行能力を喪失する可能性がある他、発行者は、アセット

マネージャーに対する債権の回収に困難が生じるおそれがあり、さらに、アセットマネージャーとの契約を

解約されることがあります。これらにより、発行者の日常の業務遂行に影響を及ぼす可能性もあります。そ

のような場合、投資家が損害を受ける可能性があります。

 

④ 税制に関するリスク

イ 匿名組合性に関するリスク

法人が営業者である場合において、匿名組合の計算期間の末日の属する当該法人の事業年度の所得の計算上、

匿名組合契約により投資家に分配すべき利益の額又は負担させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入す

ることとされています。

発行者は、本匿名組合が税務上の匿名組合性を維持できるよう努める予定ですが、税務当局の指導や解釈に

よっては税務上の匿名組合性が否認される可能性があり、かかる場合には、発行者において想定していた課税関

係に反して予期せぬ税負担が生じ、投資家への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

ロ 法律上の取扱い、税制改正等のリスク

法規制の変更がある場合、税制改正又は税務上の取扱いの変更により本匿名組合出資持分に関して当初想定さ

れなかった課税が行われた場合等に、投資家はその本匿名組合出資持分に関し悪影響を受ける可能性がありま

す。

なお、課税上の取扱いは、募集される有価証券が、前記「1　組合等の概況　(4)組合等の仕組み」で記載され

ているとおり匿名組合出資持分であることを前提に記載しておりますが、この前提と異なる法律上の取扱いが示

された場合には、課税上の取扱いの内容が異なる可能性があります。

 

ハ 一般的な税制の変更に関するリスク

匿名組合出資持分その他の資産に関する税制若しくは匿名組合に関する税制又はかかる税制に関する解釈、運

用及び取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果、本匿名組合の収益に悪影響を及ぼす可能

性があります。また、匿名組合出資持分に係る利益又は損失の分配、匿名組合出資金の返還、匿名組合出資持分

の譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈、運用及び取扱いが変更された場合、本匿名組合出資持分の

保有又は売却による本匿名組合の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資家に生

じる可能性があります。

 

⑤ その他

イ 会計処理と税務処理との不一致により税負担が増大するリスク

会計処理と税務処理との不一致（税会不一致）が生じた場合、会計上発生した費用・損失について、税務上そ

の全部又は一部を損金に算入することができない等の理由により、法人税等の税負担が発生し、発行者及び出資

対象匿名組合営業者において、配当の原資となる会計上の利益は減少する可能性があります。

 

ロ 補償に関するリスク
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発行者は、本匿名組合契約に規定されている表明又は保証が不正確であることの結果として投資家が被った相

当因果関係の範囲内の損失又は損害について、投資家を補償するものとされています。かかる補償の結果、本匿

名組合の財産が毀損する可能性があります。

 

(2) 投資リスクに対する管理体制

発行者、出資対象匿名組合営業者及びアセットマネージャーは、上記のようなリスクが投資リスクであることを

認識しており、その上でこのようなリスクに最大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。

しかし、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リスク管理体

制が適切に機能しない場合、投資家に損害が及ぶおそれがあります。

 

① 発行者の体制

発行者は、アセットマネージャーとの間でアセットマネジメント契約を締結し、その資産の取得・運営・管理等

に関する業務をアセットマネージャーに委託しています。当該契約において、アセットマネージャーは、発行者に

対して提供する委託業務に関して報告書の作成が求められています。また、アセットマネージャーは、前記「1 組

合等の概況　(5) 組合等の機構　② 投資運用の意思決定機構　ハ アセットマネージャーの意思決定プロセス」記

載の体制により、業務運営の妥当性を確保し、投資リスクを軽減する体制を整備しています。

 

② アセットマネージャーの体制

アセットマネージャーは、前記「(1) リスク要因」のリスク要因に対し、下記のとおりリスク管理体制を整備し

ます。

 

イ リスク管理規程の整備

アセットマネージャーは、リスク管理規程において、リスク管理基本方針、リスク別にリスク管理を行う所管

部門及び管理責任者を規定し、リスクの状況を的確に把握・評価し必要な措置を講じることをもってリスク管理

を行います。また重要リスクについては、取締役会での対応策協議及び決定、また緊急対策本部の設置をもって

係るリスクへの対応を行います。

 

ロ 組織体制

前記「1 組合等の概況　(5) 組合等の機構　② 投資運用の意思決定機構　ハ アセットマネージャーの意思決

定プロセス」に記載の業務運営の組織体制をご確認ください。

 

ハ 利益相反管理方針

金融商品取引における顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある当事者間の取引

等について、利害関係者の範囲並びに当該範囲に該当する者との取引における取引形態毎の行為基準を定めてい

ます。

上記各範囲・基準に該当する場合又は該当するおそれがある取引を行おうとする場合は、アセットマネー

ジャーの営業部門からの独立性を保証された利益相反管理統括部署として親会社であるフィンテック グローバ

ル株式会社の法務・コンプライアンス部が利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全体的

な管理体制を統括しております。

また、利益相反取引であると特定された場合、下記の方法により顧客の保護を確保します。

・対象取引部門の情報隔壁の構築と維持の徹底

・対象取引条件又は取引方法の変更

・対象取引の中止

・対象取引の開示

・対象取引の監視

 

ニ 内部者取引の未然防止に関する規程

内部者取引に関する法人関係重要情報を定義・管理し、役職員の内部者取引を未然に防止することに努めてい

ます。なお、法人関係重要情報の定義は、金融商品取引法の定義に準拠し、当該法人関係情報の取扱いにつき取

締役又はそれに類する役職にある者が情報管理責任者として管理を行っております。

 

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

該当事項はありません。
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（２）【払戻し手数料】

本匿名組合出資の払戻しはできないため、該当事項はありません。

 

（３）【管理報酬等】

イ 期中運用報酬

アセットマネージャーは、本匿名組合契約期間内における各年度において、アセットマネジメント契約に基づ

く受託業務に係る報酬として、年4,400,000円（税込）に相当する金額を本匿名組合の組合財産から受領します。

なお、当該金額のうち、年2,200,000円（税込）に相当する金額は、発行者の資産の運営・管理等に対する代理・

代行業務に関する資料収集及び書類作成の補助業務の報酬としてアセットマネージャーからファンド管理会社に

対して支払われます。

 

ロ 期中サービスフィー

該当事項はありません。

 

ハ 運用成功報酬

該当事項はありません。

 

（４）【その他の手数料等】

① 本PFの利用に関する費用

取扱会社は、発行者との間の業務委託契約に従って、本セキュリティトークンの管理に係る報酬として、年額

7,700,000円（税込）を上限とする金額を、本匿名組合の組合財産から受領します。ただし、取扱会社はかかる報

酬として受領した金額の全額を、本PFの利用に関する費用としてプラットフォーマーに支払います。

② その他の手数料

発行者は、本出資対象匿名組合出資に要する費用、目論見書・匿名組合契約書等の書面作成費用、弁護士報

酬、その他本匿名組合の組成に要する費用の実額及び本匿名組合の運営に要する費用（監査報酬、弁護士報酬、

事務委託報酬、有価証券報告書・半期報告書その他の報告書等の書面作成費用、本匿名組合契約終了及び発行者

の解散又は精算に関する費用等）を本匿名組合の組合財産から支払います。
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（５）【課税上の取扱い】

①　匿名組合損益分配に関する取扱い

イ 投資家が日本法人である場合

投資家が法人である場合には、営業者からの実際の損益の分配の有無にかかわらず、匿名組合契約によって営

業者から利益の分配を受け又は損失の負担をすべき部分の金額を、その匿名組合契約の計算期間の末日の属する

事業年度の益金又は損金の額に算入することとされています。

法人である投資家に対して行われる営業者からの利益の分配については、20%（ただし、2037年12月31日までの

間に源泉徴収すべき所得税に対しては、源泉徴収すべき所得税額の2.1%を復興特別所得税として徴収されること

となります。）の源泉所得税及び復興特別所得税（以下「源泉所得税等」といいます。）が課され、源泉所得税

等控除後の金銭が分配されます。

なお、匿名組合契約に係る損益分配は消費税の課税対象外取引となるため、消費税は課税されません。

 

ロ 投資家が日本の居住者である場合

投資家が個人である場合には、営業者からの実際の利益の分配の有無にかかわらず、匿名組合契約によって営

業者から利益の分配を受けるべき部分の金額を、その匿名組合契約の計算期間の末日の属する課税期間の収入金

額に算入することとされています。一方で、営業者からの計算上の損失の分配時においては、投資家において必

要経費とすることはできず、匿名組合契約の終了時に初めて必要経費として計上することが可能となります。

個人である投資家に対して行われる営業者からの利益の分配については、20%（ただし、2037年12月31日までの

間に源泉徴収すべき所得税に対しては、源泉徴収すべき所得税額の2.1%を復興特別所得税として徴収されること

となります。）の源泉所得税等が課された上で、総合課税の対象となります。

なお、所得分類については、原則として雑所得となります。

また、匿名組合契約に係る損益分配は消費税の課税対象外取引となるため、消費税は課税されません。

 

②　本匿名組合出資持分の譲渡に関する取扱い

本匿名組合出資持分の譲渡を行った場合には、譲渡益に対し、法人の投資家については法人税が課税され、個人

の投資家については譲渡所得として総合課税の対象となります。

なお、本匿名組合出資持分の譲渡は有価証券に類するものの譲渡に該当するため、譲渡人において非課税売上を

計上することになります。

 

③　本匿名組合契約の終了に関する取扱い

営業者と投資家との間の匿名組合契約が終了し、営業者から投資家に返還される金額について、投資家が内国法

人の場合には、当該金額と帳簿価額との差額を益金又は損金に算入し、投資家が居住者の場合には、当該金額と帳

簿価額との差額を原則として雑所得の収入金額又は必要経費に算入することとなります。なお、匿名組合出資金の

返還については源泉所得税等は課税されません。また、匿名組合出資金の返還は消費税の課税対象外取引となるた

め、消費税は課税されません。

 

５【運用状況】

（１）【投資状況】

本匿名組合の当事業年度末における投資状況は、下記のとおりです。

資産の種類 保有総額（千円） 対総資産比率（％）

出資金 316,500 94.7

その他資産 17,881 5.3

資産総額 334,381 100.0

負債総額 6,318 1.9

純資産総額 328,062 98.1

負債純資産総額 334,381 100.0

 

　本映画事業の詳細については、前記「2 投資方針　(2) 投資対象」を、本匿名組合に関して発行者が各関係法人と

締結している契約の詳細については、後記「6 管理及び運営　(1) 資産管理等の概要　⑥ その他　ニ 関係法人との

契約の更改等に関する手続に関する事項その他重要事項」を、それぞれご参照ください。
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（２）【運用実績】

①【純資産等の推移】

年月日
総資産額

（千円）

純資産額

（千円）

1口当たりの純資産額

（円）

2025年5月31日

（第1期）

334,381

(334,381)

328,062

(328,062)

89,147

(89,147)

(注1) 各計算期末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

(注2) 「総資産額」、「純資産額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載

していません。

 

②【分配の推移】

事業年度 分配総額（千円） 1口当たりの分配金額（円）

第1期

（2024年8月15日

～2025年5月31日）

（注）

－ －

(注)　分配を実施していないため、記載していません。

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

事業年度 自己資本利益率（収益率）（％）

第1期

（2024年8月15日

～2025年5月31日）

△11.5

 

（３）【販売及び払戻しの実績】

事業年度 販売数量（口） 買戻数量（口） 発行済口数（口）

第1期

（2024年8月15日

～2025年5月31日）

3,680 0 3,680

 

６【管理及び運営】

（１）【資産管理等の概要】

①【資産の評価】

イ 1口当たり純資産額の算定方法等

本匿名組合出資持分の1口当たり純資産額は、初回を2024年11月30日に算定し、以後毎年5月及び11月の各末日

に、各時点における発行者の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除した金額を総出資口数で除して計算さ

れます。

 

ロ 各投資家への報告

発行者は、本匿名組合の事業に関するあらゆる取引について、明瞭かつ正確な会計帳簿その他会計に関する記

録を作成し、保管します。

発行者は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書及びそれらの添付書類（これら

の訂正報告書を含みます。）を関東財務局長に提出した場合は、投資家に遅滞なくその旨を通知します。

 

②【申込（販売）手続等】

該当事項はありません。
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③【払戻し手続等】

本匿名組合契約に別途明確に定める場合を除き、投資家が本匿名組合契約の定めに従い本匿名組合の営業者であ

る発行者に対して払い込んだ出資金は、本匿名組合契約が終了するまでの間は、いかなる事由によっても払い戻さ

れないものとし、投資家は払戻しを請求する権利を有しません。

 

④【存続期間】

イ 出資期間の満了

本匿名組合契約は、出資期間が満了した時点で自動的に終了します。なお、出資期間とは、本匿名組合契約締

結日に始まり、本匿名組合契約に基づき早期に終了されない限り、2027年5月31日（同日を含みます。）をもって

終了する期間をいいます。

 

ロ 出資期間満了前の契約終了

a　資産の全部処分に伴う終了

本匿名組合契約は、本映画製作委員会契約が終了した時点で自動的に終了します。

 

b　倒産手続開始による終了

本匿名組合契約は、本匿名組合の営業者である発行者について倒産手続が開始された場合、当該倒産手続が

開始された時点で自動的に終了します。

 

⑤【事業年度】

本匿名組合の事業年度は、初回を本匿名組合契約の締結日から2025年5月31日までの期間とし、その後、2025年6

月1日以降毎暦年の6月1日から翌暦年の5月31日までの12か月の期間をいいます。

 

⑥【その他】

イ 出資の増減に関する事項

投資家は、本匿名組合の営業者である発行者が要求し、発行者と別途合意することを条件に追加出資を行うこ

とができます。なお、投資家は追加出資の権利を付与されているわけではなく、また、いかなる場合であっても

追加出資義務を負うわけではありません。

 

ロ 解散又は償還条件

本匿名組合契約の終了事由は、前記「④ 存続期間」に記載のとおりです。

 

ハ 契約又は規約の変更

本匿名組合契約は、本匿名組合の営業者である発行者及び投資家の合意によってのみ修正又は変更することが

できます。

 

ニ 関係法人との契約の更改等に関する手続に関する事項その他重要事項

本匿名組合出資持分の発行者である発行者と各関係法人との契約における、期間、更新、解約、変更等、再委

託に関する事項は下記のとおりです。

 

アセットマネジメント契約

発行者とアセットマネージャーとの間の契約

期間 2025年2月28日から本匿名組合契約の全てが出資終了した日まで

更新 契約の更新はありません。
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解約 ・契約期間中、下記の事由が生じた場合には、発行者は、書面による通知によりアセットマネジ

メント契約を解除することができます。また、発行者は、理由の如何にかかわらず、アセットマ

ネージャーに対する解約日の30日前までの書面による通知をもって、アセットマネジメント契約

を解除することができます。

(1)　アセットマネージャーがアセットマネジメント契約に定める発行者に対する義務につき、

不履行に陥り、当該不履行が合理的期間内に治癒することのできない場合

(2)　アセットマネージャーの支払停止、アセットマネージャーに対する若しくはアセットマ

ネージャー自身による破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停手続開

始、民事再生手続開始その他適用のある倒産手続開始若しくは今後新たに立法される倒産

手続開始の申立て、又は、手形交換所による取引停止処分があった場合

(3)　アセットマネージャーについて、解散決議又は解散命令があった場合

(4)　アセットマネージャーについて、その信用を著しく失墜する事実が生じた場合

(5)　アセットマネージャーの表明保証違反の事実が判明した場合（ただし、当該違反が是正可

能なものである場合に、発行者の是正を求める書面による通知が到達した日からその後30

日以内にこれを是正した場合を除く）

(6)　アセットマネージャーが、業務の遂行に必要な行政機関等の許認可、同意、通知、登録そ

の他の行為につき懈怠し、又は、喪失した場合

 

・契約期間中、下記の事由が生じた場合には、アセットマネージャーは、書面による通知により

アセットマネジメント契約を解除することができます。

(1)　発行者がアセットマネジメント契約に定めるアセットマネージャーに対する義務につき、

不履行に陥り、その是正を求めるアセットマネージャーの書面による催告を受領するも、

その後30日以内に当該不履行を治癒しなかった場合

(2)　発行者の表明保証違反の事実が判明した場合（ただし、当該違反が是正可能なものである

場合に、アセットマネージャーの是正を求める書面による通知が到達した日からその後30

日以内にこれを是正した場合を除く）

(3)　発行者の支払停止、発行者に対する若しくは発行者自身による破産手続開始、特定調停手

続開始、民事再生手続開始その他適用のある倒産手続開始若しくは今後新たに立法される

倒産手続開始の申立て、又は電子交換所による取引停止処分があった場合

(4)　発行者について、解散決議若しくは解散命令があった

変更等 当事者間の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。

再委託 発行者の同意なく再委託を行うことはできません。

 

業務委託契約

発行者と取扱会社との間の契約

期間 2024年8月15日から本匿名組合契約の終了後、委託された業務の完了する日まで

更新 契約の更新はありません

解約 ・契約期間中、いずれかの当事者について、下記の事由が一つでも生じた場合には、他の当事者

は、書面による通知により直ちに本契約を解除することができます。

(1)　業務委託契約に基づく義務の履行を怠り、他方当事者からの書面による催告後30日以内に

その不履行が是正されない場合

(2)　支払の停止、また又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の倒産手続の申立てが

なされた場合

・一方当事者が行った表明・保証事項のいずれかに重大な点で誤り又は不正確な点があったこと

が判明した場合には、他方当事者は、相手方に対する書面による通知をもって、直ちに本契約を

解除することができます。

・発行者又は取扱会社は、相手方当事者の責めに帰すべき事由により本契約を解除した場合に

は、相手方に対し、これによって被った相当因果関係の範囲内の損害の賠償を請求することがで

きます。

・業務委託契約のいかなる規定にもかかわらず、発行者は、業務委託契約を継続する必要がなく

なった場合には、30日前の書面による相手方当事者への通知をもって、業務委託契約を解除する

ことができます。

変更等 当事者間の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。
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再委託 取扱会社は、発行者の書面による事前の承諾なしに、業務の全部又は一部を第三者に再委託する

ことはできません。

なお、本PFの運営に関連する業務については取扱会社がプラットフォーマーに再委託をすること

を発行会社は予め承諾しています。

 

（２）【利害関係人との取引制限】

発行者は、自己又は第三者のために出資対象匿名組合営業者への匿名組合出資と競合する行為を、直接・間接を問

わず行いません。ただし、アセットマネージャーは、発行者と競合する事業を営む第三者のために同種の業務の委託

を受けることがあります。

アセットマネージャーの自主ルールによる取引制限は、前記「3 投資リスク　(2) 投資リスクに対する管理体制　

② アセットマネージャーの体制　ハ 利益相反管理方針」をご参照ください。

 

（３）【出資者等の権利】

投資家は、本匿名組合契約の規定に従い、主として下記のような権利を有します。

①　投資家は、発行者に対し、出資金の返還（ただし、本匿名組合契約が終了した場合に限り、また、残存資産の

範囲内に限ります。）及び生じた利益配当の支払いを請求できる権利を有します。

②　発行者は、各計算期間の末日から90日以内に、報告書（一般社団法人第二種金融商品取引業協会の規定する

「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」第4条第2項第2号に定める事項を含みます。）を投資家に

交付します。

③　投資家は、本匿名組合の業務を執行し、又は本匿名組合を代表する権限を一切有しません。なお、投資家は、

本映画製作委員会の業務を執行し、又は本映画製作委員会を代表する権限を一切有しません。

④　投資家は、発行者の事前の同意なく、本匿名組合出資持分を他の第三者に譲渡することはできません。なお、

本匿名組合出資持分の譲渡は、本セキュリティトークンの移転に関する情報が、発行者に共有されることによ

り発行者は、当該移転について承諾したものとみなされ、有効となります。この場合、本匿名組合出資持分の

譲受人は、本匿名組合契約に基づく匿名組合員の地位及び権利義務を当然かつ同時に承継します。また、発行

者から委託を受けた取扱会社は、当該承継について、確定日付のある承諾書を作成します。
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第２【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称

FGIキャピタル・パートナーズ株式会社

②　資本金の額

本書の日付現在　 50百万円

③　事業の内容

金融商品取引法に基づく登録を受けて投資運用業を営んでいます。

 

（２）【運用体制】

前記「第1 組合等の状況　1 組合等の概況　(5) 組合等の機構　② 投資運用の意思決定機構　ハ アセットマネー

ジャーの意思決定プロセス」をご参照ください。

 

（３）【大株主の状況】

（本書の日付現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 比率（％）（注）

フィンテック グローバル

株式会社

東京都品川区上大崎三丁目1番1号

目黒セントラルスクエア15階
20,400 100.0

(注)　「比率」とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。

 

（４）【役員の状況】

（本書の日付現在）

役職名 氏　名 主要略歴

所有

株式数

（株）

代表取締役

社長
高須 哲弥

1988年 コスモ証券株式会社 入社

0

1993年 コスモ投信株式会社 出向

1999年
朝日生命投資顧問株式会社 （現 朝日ライフアセットマネジメント

株式会社） 入社

2002年
RSアセット・マネジメント株式会社 （現 ペイビュー・アセット・

マネジメント株式会社） 執行役員

2010年 プラザアセットマネジメント株式会社 取締役

2014年 FGIキャピタル・パートナーズ株式会社 入社

2015年 同社、代表取締役社長 （現任）

取締役 吉岡 尚子

2001年
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース （現 PwC税理士

法人） 入所

0

2005年 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 入社

2007年
シンプレクス不動産投資顧問株式会社 出向

同社 ファンドマネジメント部長

2011年 フィンテック グローバル株式会社 入社

2012年 フィンテックアセットマネジメント株式会社 取締役

2014年
フィンテック グローバル株式会社 グループ事業開発本部 プリン

シパルインベストメント事業部長

2017年 同社 執行役員 プロジェクト推進部長

2019年 フィンテックアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

2020年 フィンテック グローバル株式会社 取締役

2023年

同社 取締役 上席執行役員 事業開発本部 事業統括部管掌 事業開

発本部長

フィンテックアセットマネジメント株式会社 取締役 （現任）

FGIキャピタル・パートナーズ株式会社 取締役 （現任）

2024年 株式会社ジオプラン・ナムテック 取締役 （現任）

2025年

同社 取締役 上席執行役員 事業開発本部／事業統括部／資金ファ

イナンス部／営業推進室／ソリューション部／投資銀行本部第二事

業部管掌 事業開発本部長 （現任）
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役職名 氏　名 主要略歴

所有

株式数

（株）

取締役 依田 太

2002年 金融庁検査局 証券取引等監視委員会 （併任） 入庁

0

2005年
インベスコ投信投資顧問株式会社 （現 インベスコ・アセット・マ

ネジメント株式会社） 入社

2009年
社団法人日本証券投資顧問業協会（現 一般社団法人日本投資顧問

業協会） 自主規制第一部会 （一任）メンバー （現任）

2011年

フィンテック グローバル株式会社 コンプライアンス・オフィサー

（現任）

フィンテックアセットマネジメント株式会社 取締役 （現任）

FGIキャピタル・パートナーズ株式会社 取締役 （現任）

2016年 株式会社アール・シー・コンサルティング 代表取締役（現任）

2020年 コンプライアンス・パートナーズ株式会社 代表取締役（現任）

監査役 水上 玉青

2009年

株式会社OGIホールディングス 入社

株式会社OGIキャピタル・パートナーズ （現 FGIキャピタル・パー

トナーズ株式会社） 転籍

0

2011年 フィンテックアセットマネジメント株式会社 コンプライアンス室

2015年 フィンテック グローバル株式会社 内部監査室長

2018年

同社 事業統括部長

株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング 取締役

フィンテック グローバル株式会社 事業統括部長 兼 人事総務部担

当部長

2019年 FGIキャピタル・パートナーズ株式会社 監査役

2020年
フィンテック グローバル株式会社 執行役員 事業統括部長 兼 人

事総務部担当部長

2021年
フィンテックアセットマネジメント株式会社 執行役員 コンプライ

アンス室長

2022年

フィンテック グローバル株式会社 執行役員 事業統括部長 兼 内

部監査室長

FGIキャピタル・パートナーズ株式会社、監査役 （現任）

2023年

フィンテック グローバル株式会社、執行役員 事業統括部長 兼　

人事総務部長 兼 内部監査室長

同社 執行役員 事業統括部長 兼 内部監査室長

2025年
同社 執行役員 事業統括部長 兼 法務・コンプライアンス部長

兼　内部監査室長 （現任）
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（５）【事業の内容及び営業の概況】

アセットマネージャーは、金融商品取引法に基づく登録を受けて投資運用業を営んでいます。なお、本書の日付現

在、アセットマネージャーが資産の運用を受託している主要な組合等（純資産額100百万円超）は下記のとおりで

す。

組合等の名称 基本的性格
契約

年月日

純資産額

総額（千円）

（注）

内国有価証券投資事業権

利等1口当たりの額（円）

Aoba Fund LPS
上場株式（日本）への

投資
2016年2月1日 1,234,174 －

スマートエネルギー投資合

同会社

非上場株式（日本）へ

の投資
2016年12月12日 757,182 －

MOST投資事業有限責任組合
非上場株式（日本）へ

の投資
2022年1月26日 276,736 －

UUUM1号合同会社UUUM3号匿

名組合
外国籍投信への投資 2023年7月1日 576,745 －

合同会社ムーバルオリオン 信託受益権への投資 2024年3月28日 330,496 －

UUUM1号合同会社UUUM4号匿

名組合

外国籍投信・国内社債

への投資
2024年7月1日 679,012 －

白楽ホームホールディング

ス合同会社
国内株式への投資 2024年9月25日 509,091 －

合同会社ムーバルペガサス 信託受益権への投資 2024年11月14日 436,371 －

(注)　2025年3月31日現在の数値を記載しています。

 

２【その他の関係法人の概況】

本電子帳簿の作成業務／確定日付ある承諾書の作成に係る業務受託者

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①名称

フィリップ証券株式会社

②資本金の額

本書の日付現在　 9億5,015万円

③事業の内容

金融商品取引法に基づく登録を受けて第一種金融商品取引業を営んでいます。

 

（２）【関係業務の概要】

前記「第1 組合等の状況　1 組合等の概況　(4) 組合等の仕組み」をご参照ください。

 

（３）【資本関係】

発行者と資本関係はありません。
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第３【組合等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について

本匿名組合の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に

基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

本匿名組合は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2024年8月15日から2025年5月31日ま

で）の財務諸表について、けやき監査法人の監査を受けております。
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１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

 （単位：千円）

 
当事業年度

（2025年5月31日）

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 17,588

立替金 231

流動資産合計 17,819

固定資産  

投資その他の資産  

出資金 316,500

投資その他の資産合計 316,500

固定資産合計 316,500

繰延資産  

創立費 61

繰延資産合計 61

資産合計 334,381

負債の部  

流動負債  

未払金 158

未払費用 6,160

流動負債合計 6,318

負債合計 6,318

純資産の部  

匿名組合出資金 368,000

剰余金  

当期未処理損失（△） △39,937

剰余金合計 △39,937

純資産合計 328,062

負債純資産合計 334,381
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（２）【損益計算書】

 （単位：千円）

 
当事業年度

（自　2024年8月15日
至　2025年5月31日）

営業費用  

業務委託費 22,473

通信費 3

消耗品費 10

租税公課 92

支払手数料 80

支払報酬 17,250

営業費用合計 39,911

営業損失（△） △39,911

営業外収益  

受取利息 0

営業外収益合計 0

営業外費用  

創立費償却 26

営業外費用合計 26

経常損失（△） △39,937

税引前当期純損失（△） △39,937

当期純損失（△） △39,937
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（重要な会計方針）

(1) 繰延資産の処理方法

創立費

定額法（3年）を採用しております。

(2) 出資金の会計処理

匿名組合に対する出資については、匿名組合の財産の持分相当額を投資その他の資産の「出資金」として計上し

ております。

 

（貸借対照表関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（損益計算書関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（リース取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

1． 金融商品の状況に関する事項

(1)　金融商品に対する取組方針

本匿名組合は、株式会社クロスメディアを営業者とする匿名組合へ出資しており、出資金の取得に際

し、匿名組合出資金により必要な資金を調達しています。余資の運用は、安全性、換金性等を考慮し金

利環境及び資金繰りを十分に考慮した上で慎重に行っています。

(2)　金融商品の内容及びそのリスク

出資金は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスクに晒されています。

(3)　金融商品に係るリスク管理体制

匿名組合に対する出資については、定期的に発行体の財務状況等を把握します。

(4)　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。

(5)　信用リスクの集中

当事業年度の決算日現在における出資金（100％）は、株式会社クロスメディアを営業者とする匿名組

合に対するものであります。

2． 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略

しております。当該出資の貸借対照表計上額の合計額は316,500千円であります。また、現金及び預金につい

ては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。さらに、重

要性の乏しいものについても注記を省略しております。

（注）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額は、下記のとおりです。

　　当事業年度（2025年5月31日）

（単位：千円）

 
1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

現金及び預金 17,588 － － －

合計 17,588 － － －
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（セグメント情報等に関する注記）

本匿名組合は、映画を投資対象とする投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（収益認識に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者情報に関する注記）

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報に関する注記）

（単位：円）

 当事業年度

（自　2024年8月15日

至　2025年5月31日）

1口当たり純資産額 89,147

1口当たり当期純損失（△） △10,852

（注1）1口当たり当期純損失は、当期純損失を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜在投資口調整後1口

当たり当期純利益については、1口当たり当期純損失であり、また、潜在投資口が存在しないため記載しておりません。

（注2）1口当たり当期純損失の算定上の基礎は、下記のとおりです。

 

 当事業年度

（自　2024年8月15日

至　2025年5月31日）

当期純損失（△）（千円） △39,937

匿名組合員に帰属しない金額（千円） －

匿名組合員に係る当期純損失（△）（千円） △39,937

期中平均投資口数（口） 3,680

 

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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２【組合等の現況】

（１）【純資産額計算書】

（2025年5月31日現在）

I　 資産総額（千円） 334,381

II　負債総額（千円） 6,318

III 純資産総額（I－II）（千円） 328,062

IV　発行済数量（口） 3,680

V　 1口当たり純資産総額（III／IV）（円） 89,147

 

（２）【投資有価証券の主要銘柄】

本書の日付現在、発行者が保有する投資有価証券は下記のとおりです。

（2025年5月31日現在）

資産の種類 保有口数（口） 保有総額（千円） 対総資産比率（％）

株式会社クロスメディア

匿名組合出資持分（注）
1 316,500 94.7

合計 1 316,500 94.7

（注）詳細については、前記「第1. 組合等の状況　2. 投資方針　(2) 投資対象」をご参照ください。

 

（３）【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

（４）【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

合同会社ＣＰＦフィルムファンド(E39844)

有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）

31/34



第４【参考情報】
当事業年度において、下記の書類を関東財務局長に提出しています。

2024年7月8日（注1） 有価証券届出書

2024年8月9日（注2） 有価証券届出書の訂正届出書

2025年2月28日 臨時報告書

2025年2月28日 半期報告書

（注1）本匿名組合の第1期事業年度は、本匿名組合契約の締結日である2024年8月15日から2025年5月31日までですが、2024年7月8日に本匿

名組合出資持分の募集に係る有価証券届出書が提出されています。

（注2）本匿名組合の第1期事業年度は、本匿名組合契約の締結日である2024年8月15日から2025年5月31日までですが、2024年8月9日に本匿

名組合出資持分の募集に係る有価証券届出書の訂正届出書が提出されています。
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独立監査人の監査報告書
 

2025年６月17日

映画デジタル証券・フィルムメーカーズプロジェクト１

- HERO's ISLAND匿名組合

営業者　合同会社CPFフィルムファンド

　代表社員　一般社団法人CPFフィルムファンド

職務執行者　池田　勉　殿

け や き 監 査 法 人

　東京都中央区

指定社員
公認会計士 吉村　潤一

業務執行社員

   

指定社員
公認会計士 宮下　圭二

業務執行社員

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の経理状況」に掲げ

られている合同会社CPFフィルムファンドを営業者とする映画デジタル証券・フィルムメーカーズプロジェクト１-

HERO's ISLAND匿名組合の2024年８月15日から2025年５月31日までの第１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、映画デジ

タル証券・フィルムメーカーズプロジェクト１- HERO's ISLAND匿名組合の2025年５月31日現在の財政状態及び同日を

もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、営業者から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかの合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽

表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与え

ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示スクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、匿名組合は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

利害関係

営業者と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注1）上記の監査報告書の原本は営業者（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注2）XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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